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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月29日(2019.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械において、単一の動作で表面を望ましい形状に研削し、前記表面に望ましい粗さを
付与し、且つ汚染を除去する処理ツールを含み、前記処理ツールは、研削及び粗化対象の
表面に接触するように構成された接触表面を含み、前記接触表面は、（ａ）研削及び粗化
対象の表面と類似の硬度を有し、（ｂ）トロイダル形状を有し、そのトロイダル面と平坦
な表面との接触が円を画定することを特徴とする機械。
【請求項２】
　請求項１に記載の機械において、前記処理ツールは、単一のツールであることを特徴と
する機械。
【請求項３】
　請求項１に記載の機械において、前記表面に対して決定論的に動作するように構成され
ていることを特徴とする機械。
【請求項４】
　請求項１に記載の機械において、前記処理ツールは、最小限に制約されていることを特
徴とする機械。
【請求項５】
　請求項１に記載の機械において、前記処理ツールは、リング、リングの組立体、及びリ
ングであって、前記リングの環帯内に配置された処理表面を有するリングからなる群から
選択される形状を含むことを特徴とする機械。
【請求項６】
　請求項１に記載の機械において、前記表面に対する前記処理ツールの圧力を制御する手
段を更に含むことを特徴とする機械。
【請求項７】
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　請求項６に記載の機械において、前記圧力は、前記表面上における前記処理ツールの（
ｉ）時間及び（ｉｉ）場所の少なくとも１つの関数として制御されることを特徴とする機
械。
【請求項８】
　請求項１に記載の機械において、ディザーを前記処理ツールに付与する手段を更に含む
ことを特徴とする機械。
【請求項９】
　請求項１に記載の機械において、２つ以上の処理ツールを更に含むことを特徴とする機
械。
【請求項１０】
　請求項１に記載の機械において、第１の表面と異なる高さの第２の表面を加工するよう
に構成されていることを特徴とする機械。
【請求項１１】
　請求項１に記載の機械において、更に、前記機械は、複数の独立した入力変数を同時に
制御するように構成されており、前記制御可能な変数は、前記処理ツールの（ｉ）速度、
（ｉｉ）回転、及び（ｉｉｉ）ディザー、並びに（ｉｖ）前記表面に対する前記処理ツー
ルの圧力からなる群から選択されることを特徴とする機械。
【請求項１２】
　被加工物の表面を仕上げるように構成された既知の処理ツールを含む機械において、異
なる処理ツールで前記既知の処理ツールを置換する補完モジュールは、（ｉ）前記被加工
物の硬度とほぼ同じ硬度、及び（ｉｉ）トロイダル形状を有することからなる群から選択
される特性の少なくとも１つを含むことを特徴とする機械。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の機械において、前記補完モジュールは、（ｉ）前記処理ツールが前
記被加工物に印加する圧力、及び（ｉｉ）前記処理ツールの速度の少なくとも１つを制御
可能に変更するように前記機械に指示する命令を更に含むことを特徴とする機械。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の機械において、半導体リソグラフィ機械を含むことを特徴
とする機械。
【請求項１５】
　請求項１に記載の機械において、半導体リソグラフィ機械を含むことを特徴とする機械
。
【請求項１６】
　請求項１に記載の機械において、ツールチェンジャを更に含むことを特徴とする機械。
【請求項１７】
　請求項１に記載の機械において、２つ以上の処理ツールを更に含み、更に、１つの処理
ツールを別のものとスワップすることができることを特徴とする機械。
【請求項１８】
　請求項１に記載の機械において、前記処理ツールの接触表面は炭化ケイ素を含むことを
特徴とする機械。
【請求項１９】
　請求項１に記載の機械において、前記処理ツールの接触表面は、研削及び粗化対象の表
面とほぼ同じ硬度を有することを特徴とする機械。
【請求項２０】
　請求項１２に記載の機械において、前記処理ツールの接触表面は、研削及び粗化対象の
表面とほぼ同じ硬度を有することを特徴とする機械。
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